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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　冷房又は暖房の対象となる対象空間を区画する区画部材であって、前記対象空間を区画
するように設置されたときに；
　建物構造面に対して間隔を空けて設置され、前記対象空間の境界を形成する区画板と；
　前記区画板の、前記対象空間側の表面に形成された放熱部と；
　前記放熱部に熱伝達するように前記放熱部に接触した採熱板であって、前記建物構造面
側に突出し、前記区画板の表面に沿って延びる基準方向に対して平行に延びるように設け
られ、かつ、前記基準方向の長さが所定の長さに形成された採熱板とを備え；
　前記採熱板が、前記区画板に突き当たる第１の突出部と、前記基準方向に交差する方向
で前記第１の突出部から離れて前記区画板に突き当たる第２の突出部と、前記区画板から
離れた位置で前記第１の突出部と前記第２の突出部とを接続する第３の突出部と、を含ん
で構成された；
　区画部材。
【請求項２】
　前記採熱板が、前記基準方向に対して交差する方向に突き出た突起を有する；
　請求項１に記載の区画部材。
【請求項３】
　前記突起が、前記基準方向に沿って延びる段だら状に形成されると共に、前記段だら状
の隣り合う段の間に形成された溝の断面積が前記基準方向の上流側から下流側に進むにつ
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れて徐々に小さくなるように形成された；
　請求項２に記載の区画部材。
【請求項４】
　前記突起が、前記基準方向の空気の流れを乱す乱れ促進体であって、前記採熱板を切り
起こして複数形成された乱れ促進体で構成された；
　請求項２に記載の区画部材。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載の区画部材であって、前記区画板が前記建
物構造面に対して間隔を空けるようにして複数が配列された区画部材と；
　前記区画板と前記建物構造面との間の裏側空間に供給される空気の温度を調節する空気
温度調節機とを備え；
　複数の前記区画部材が、前記裏側空間を流れる空気の流れ方向と前記基準方向が一致す
るように配列されて構成された；
　冷暖房システム。
【請求項６】
　隣接する前記区画部材の間で前記裏側空間に前記空気の流路を形成するように設けられ
た仕切シートであって、前記建物構造面側の辺に複数の切り込みが入れられてのれん状に
形成された貫通許可部が、前記建物構造面側の部分に形成された仕切シートを備える；
　請求項５に記載の冷暖房システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は区画部材及び冷暖房システムに関し、特に輻射による冷暖房を可能にする区画
部材及び冷暖房システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、省エネルギーと快適性とを両立する冷暖房方式として、輻射熱で冷暖房を行う輻
射冷暖房システムが注目されている。輻射冷暖房システムは、天井面や床面等を、冷房時
は冷やし暖房時は暖めて、冷却又は加熱した天井面や床面等からの輻射熱により冷暖房室
の冷暖房を行うシステムである。輻射熱による冷暖房は、室内に極端な温度ムラが生じな
いため快適であると共に、天井面や床面等を冷却又は加熱するのに必要な熱量がいわゆる
対流方式の冷暖房システムに比べて少ない。このため、輻射冷暖房システムは、より省エ
ネルギーなシステムといえる。
【０００３】
　構築が比較的簡便でありながら輻射による冷房又は暖房を行うことができる冷暖房シス
テムとして、冷房又は暖房が行われる冷暖房室に面する板状の仕上層に、冷暖房室の裏側
から面同士で接触する板状の裏側層を設け、裏側層の仕上層に接する面に線状の中間溝を
間隔を空けて複数形成し、温度が調節された空気を、冷暖房室の裏側の空間に配設された
ダクトから中間溝内に供給するようにしたものがある（例えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１０７１１７号公報（図１等）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　冷暖房室を開放的にするニーズの高まりから、冷暖房室の裏側に確保できるスペースが
小さくなってきており、ダクトを設置するスペースを確保することが難しいことから、特
許文献１に記載された冷暖房システムを設置するのが難しい場合があった。
【０００６】
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　本発明は上述の課題に鑑み、冷暖房の対象となる空間の裏側のスペースが小さくても輻
射による冷暖房を可能にする区画部材及び冷暖房システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明の第１の態様に係る区画部材は、例えば図１に示す
ように、冷房又は暖房の対象となる対象空間Ｒを区画する区画部材１０であって、対象空
間Ｒを区画するように設置されたときに；建物構造面Ｂｆに対して間隔を空けて設置され
、対象空間Ｒの境界を形成する区画板１２と；区画板１２の、対象空間Ｒ側の表面に形成
された放熱部１５と；放熱部１５に熱伝達するように放熱部１５に接触した採熱板１８で
あって、建物構造面側Ｂｆに突出し、区画板１２の表面に沿って延びる基準方向Ｄに対し
て平行に延びるように設けられ、かつ、基準方向Ｄの長さＬが所定の長さに形成された採
熱板１８とを備える。
【０００８】
　このように構成すると、区画部材が設置され、区画板と建物構造面との間に、温度が調
節された空気が基準方向に流れるように供給された場合に、供給された空気の熱が採熱板
を介して放熱部に伝わって放熱部から熱を輻射することが可能となり、区画板と建物構造
面との間の距離が短くても効率よく対象空間を輻射冷暖房することができる。
【０００９】
　また、本発明の第２の態様に係る区画部材は、例えば図１に示すように、上記本発明の
第１の態様に係る区画部材１０において、採熱板１８が、区画板１２に突き当たる第１の
突出部１８ａと、基準方向Ｄに交差する方向で第１の突出部１８ａから離れて区画板１２
に突き当たる第２の突出部１８ｂと、区画板１２から離れた位置で第１の突出部１８ａと
第２の突出部１８ｂとを接続する第３の突出部１８ｃと、を含んで構成されている。
【００１０】
　このように構成すると、区画板と建物構造面との距離を抑制しつつ採熱板と空気との接
触面積を増大させることができる。
【００１１】
　また、本発明の第３の態様に係る区画部材は、例えば図４、図５、図６に示すように、
上記本発明の第１の態様又は第２の態様に係る区画部材において、採熱板４１８、５１８
、６１８が、基準方向Ｄに対して交差する方向に突き出た突起４１８ｐ、５１８ｐ、６１
８ｐを有する。
【００１２】
　このように構成すると、適宜前縁効果を発揮させることができ、空気から採熱板への熱
伝達率を向上させることができる。
【００１３】
　また、本発明の第４の態様に係る区画部材は、例えば図４に示すように、上記本発明の
第３の態様に係る区画部材において、突起４１８ｐが、基準方向Ｄに沿って延びる段だら
状に形成されると共に、段だら状の隣り合う段の間に形成された溝の断面積が基準方向Ｄ
の上流側から下流側に進むにつれて徐々に小さくなるように形成されている。
【００１４】
　このように構成すると、採熱板に沿って流れる空気の流速が徐々に速くなり、伝熱量が
小さくなりがちな基準方向下流側において熱伝達率を向上させることができる。
【００１５】
　また、本発明の第５の態様に係る区画部材は、例えば図５に示すように、上記本発明の
第３の態様に係る区画部材において、突起５１８ｐが、基準方向Ｄの空気の流れを乱す乱
れ促進体であって、採熱板５１８を切り起こして複数形成された乱れ促進体で構成されて
いる。
【００１６】
　このように構成すると、空気から採熱板への熱伝達を促進させることができる。
【００１７】
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　また、本発明の第６の態様に係る冷暖房システムは、例えば図２及び図１に示すように
、上記本発明の第１の態様乃至第５の態様のいずれか１つの態様に係る区画部材１０であ
って、区画板１２が建物構造面Ｂｆに対して間隔を空けるようにして複数が配列された区
画部材１０と；区画板１２と建物構造面Ｂｆとの間の裏側空間Ｓに供給される空気Ａの温
度を調節する空気温度調節機９１とを備え；複数の区画部材１０が、裏側空間Ｓを流れる
空気Ａの流れ方向と基準方向Ｄが一致するように配列されて構成されている。
【００１８】
　このように構成すると、裏側空間を流れる空気の熱を採熱板及び放熱部を介して対象空
間に輻射することができ、伝熱効率の高い冷暖房システムを簡便に構築できる。
【００１９】
　また、本発明の第７の態様に係る冷暖房システムは、例えば図２及び図３に示すように
、上記本発明の第６の態様に係る冷暖房システムにおいて、隣接する区画部材１０の間で
裏側空間Ｓに空気Ａの流路を形成するように設けられた仕切シート３０であって、建物構
造面側Ｂｆの辺に複数の切り込みが入れられてのれん状に形成された貫通許可部３０ｔが
、建物構造面Ｂｆ側の部分に形成された仕切シート３０を備える。
【００２０】
　このように構成すると、裏側空間に配線等が敷設されることを許容しつつ、裏側空間に
効率的な空気の流路を形成することが可能となる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、区画部材が設置され、区画板と建物構造面との間に、温度が調節され
た空気が基準方向に流れるように供給された場合に、供給された空気の熱が採熱板を介し
て放熱部に伝わって放熱部から熱を輻射することが可能となり、区画板と建物構造面との
間の距離が短くても効率よく対象空間を輻射冷暖房することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る床材を示す図であり、（Ａ）は分解斜視図、（
Ｂ）は床面上に設置された状態の垂直断面図である。
【図２】本発明の第２の実施の形態に係る冷暖房システムの概略構成図である。
【図３】（Ａ）は本発明の第２の実施の形態に係る冷暖房システムが備える仕切シートの
斜視図、（Ｂ）は仕切シートを取り付けた状態の床材の斜視図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態に係る床材を構成する採熱板の第１の変形例を示す図
であり、（Ａ）は基準方向の上流側から見た正面図、（Ｂ）は平面図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態に係る床材を構成する採熱板の第２の変形例を示す図
であり、（Ａ）は基準方向の上流側から見た正面図、（Ｂ）は平面図、（Ｃ）は水平板の
部分平面図である。
【図６】本発明の第１の実施の形態に係る床材を構成する採熱板の第３の変形例を示す図
であり、（Ａ）は基準方向の上流側から見た正面図、（Ｂ）は平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。なお、各図において互い
に同一又は相当する部材には同一あるいは類似の符号を付し、重複した説明は省略する。
【００２４】
　まず図１を参照して、本発明の第１の実施の形態に係る床材１０を説明する。図１（Ａ
）は、床材１０の分解斜視図、図１（Ｂ）は、建物構造面としての床面Ｂｆの上に設置さ
れた状態の床材１０の垂直断面図である。本明細書において、建物構造面とは、床、壁、
天井等の、建物の構造体を形成する面をいうこととする。床材１０は、区画部材の一形態
であり、本実施の形態では、冷房又は暖房（以下「冷暖房」という。）が行われる対象の
冷暖房室Ｒの室床Ｒｆを形成する部材である。床材１０は、図１（Ｂ）に示すように、複
数が整然と配列されることで、冷暖房室Ｒの室床Ｒｆを形成することとなる。床材１０は
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、本体枠１１と、放熱部を構成する放熱板１５と、採熱板１８とを備えている。
【００２５】
　本体枠１１は、床材１０の主要な骨格をなす部分であり、区画板としての天板部１２と
、脚部１３とを有している。天板部１２は、平板状の部材である。天板部１２の形状や大
きさは、冷暖房室Ｒの耐荷重等の床材１０が敷設される状況に応じて適宜決定することが
できるが、本実施の形態では、１辺が２５０ｍｍの正方形で、厚さが２０ｍｍの板状に形
成されている。ここで、天板部１２の１つの辺に平行で、天板部１２の表面に沿って延び
る直線の一方の向きを、便宜上、基準方向Ｄと定めることとする。天板部１２には、スリ
ット状の差込孔１２ｈが形成されている。差込孔１２ｈは、放熱板１５に形成された片及
び採熱板１８に形成された片を差し込むことができ、差し込まれた放熱板１５及び採熱板
１８の各辺を保持できる大きさに形成されている。差込孔１２ｈは、本実施の形態では、
天板部１２を相似形で４等分した各部に２つずつ、合計８つ形成されている。すべての差
込孔１２ｈは、基準方向Ｄに細長く形成されている。８つの差込孔１２ｈは、基準方向Ｄ
を向いて、２行４列に配列されている。説明の便宜のため、８つの差込孔１２ｈについて
、基準方向Ｄ上流側の行に形成されたものを左から、１２ｈＡ、１２ｈＢ、１２ｈＣ、１
２ｈＤと個別に符号を付して区別し、基準方向Ｄ下流側の行に形成されたものを左から、
１２ｈＥ、１２ｈＦ、１２ｈＧ、１２ｈＨと個別に符号を付して区別し、特に区別しない
場合は差込孔１２ｈと総称する。
【００２６】
　脚部１３は、天板部１２の４つの角及び各辺の中点のそれぞれから、天板部１２の面に
対して直角に延びるように形成されている。本実施の形態では、天板部１２と脚部１３と
が一体に形成されている。本体枠１１は、本実施の形態では、製造の簡素化、及び運搬時
の効率を考慮した軽量化の観点から、合成樹脂で形成されている。本体枠１１は、脚部１
３が床面Ｂｆに載置されることで、天板部１２が床面Ｂｆに対して間隔を空けて配置され
るように構成されている。以下の本体枠１１あるいは床材１０の説明において、床面Ｂｆ
あるいは冷暖房室Ｒとの関係に言及しているときは、特に断らない限り、脚部１３が床面
Ｂｆに載置された状態の説明をしていることとする。床材１０が床面Ｂｆに設置されたと
き、天板部１２と床面Ｂｆとの間には、裏側空間としての床下空間Ｓが形成されることと
なる。
【００２７】
　放熱板１５は、冷暖房室Ｒに向けて熱を輻射することができるように、天板部１２の表
面に取り付けられる部材である。冷暖房室Ｒに向けて輻射する熱は、冷房時は冷熱、暖房
時は温熱となる。冷房時は、周囲よりも温度が低い放熱板１５が、周囲から吸熱すること
で清涼感が得られるのであるが、便宜上、放熱板１５が冷熱を輻射すると表現することと
する。放熱板１５は、細長い長方形の薄板状の部材が、長手方向の両端でそれぞれ直角に
折り曲げられて形成されている。これにより、放熱板１５は、面積が大きい長方形の放熱
主部１５ｂと、放熱主部１５ｂの長手方向両端で放熱主部１５ｂに対して直角に延びる側
板１５ｓとを有している。放熱板１５は、さらに、放熱主部１５ｂの長手方向中央付近で
、放熱主部１５ｂに対して直角で側板１５ｓと同方向に延びる２つの差込片１５ｐを有し
ている。各差込片１５ｐは、放熱主部１５ｂを切り起こして形成されている。放熱板１５
は、２つの側板１５ｓ及び２つの差込片１５ｐが、本体枠１１に形成された８つの差込孔
１２ｈのうち、１行に配列された４つの差込孔１２ｈに、それぞれ差し込まれるように形
成されている。したがって、本実施の形態では、１つの床材１０につき、放熱板１５を２
つ備えることとなる。説明の便宜のため、２つの放熱板１５の一方に符号１５Ａ、他方に
符号１５Ｂを付して区別し、特に区別しない場合は放熱板１５と総称する。放熱板１５Ａ
は、側板１５ｓが差込孔１２ｈＡ、１２ｈＤに、差込片１５ｐが差込孔１２ｈＢ、１２ｈ
Ｃに差し込まれる。放熱板１５Ｂは、側板１５ｓが差込孔１２ｈＥ、１２ｈＨに、差込片
１５ｐが差込孔１２ｈＦ、１２ｈＧに差し込まれる。放熱板１５は、冷暖房室Ｒに輻射す
る熱量を大きくする観点から熱伝導率が高い材料で形成されていることが好ましく、本実
施の形態ではアルミニウムで形成されているが、鋼板等で形成されていてもよい。
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【００２８】
　採熱板１８は、床下空間Ｓに突出するように天板部１２に取り付けられることで、床下
空間Ｓを流れる温度が調節された空気（以下「温調空気Ａ」という。）が保有する熱を採
取して放熱板１５に伝達する部材である。採熱板１８は、長方形の薄板状の部材が、長手
方向に間隔を空けた２箇所でそれぞれ直角に折り曲げられて形成されている。これにより
、採熱板１８は、一方の端部にある第１脇板１８ａと、他方の端部にある第２脇板１８ｂ
と、第１脇板１８ａと第２脇板１８ｂとの間にある水平板１８ｃとを有している。第１脇
板１８ａ、第２脇板１８ｂ、水平板１８ｃは、本実施の形態ではいずれも平板状であり、
第１脇板１８ａ及び第２脇板１８ｂが、放熱板１５に接するように、天板部１２に形成さ
れた差込孔１２ｈに挿入されている。第１脇板１８ａは第１の突出部に相当し、第２脇板
１８ｂは第２の突出部に相当し、水平板１８ｃは第３の突出部に相当する。第１脇板１８
ａ及び第２脇板１８ｂは、互いに平行で、共に水平板１８ｃに対して直角に延びている。
採熱板１８の基準方向Ｄの長さである採熱板長さＬは、所望の前縁効果を発揮することが
できる長さに形成されている。ここで、前縁効果は、平板（水平板１８ｃ）に沿って温調
空気Ａが流れる際に、伝熱面（水平板１８ｃの面）上に、前縁で薄く下流に行くにつれて
厚さが増す境界層が形成されるところ、熱伝達が良好な平板の前縁部を用いることにより
享受できる効果である。本実施の形態では、採熱板長さＬが、５０ｍｍに形成されている
。床材１０は、所望の前縁効果を享受する観点から、採熱板長さＬを基に、基準方向Ｄの
差込孔１２ｈの長さ及び放熱板１５の長さが決定されている。第１脇板１８ａと第２脇板
１８ｂとの間隔は、天板部１２を相似形で４等分した各部に形成された２つの差込孔１２
ｈ間隔と等しい。本実施の形態では、１つの床材１０につき、採熱板１８が、天板部１２
を相似形で４等分した各部に１つずつ、合計４つ取り付けられている。説明の便宜のため
、各採熱板１８のそれぞれに異なる符号１８Ａ、１８Ｂ、１８Ｃ、１８Ｄを付して区別す
ることもある。採熱板１８Ａは差込孔１２ｈＡ、１２ｈＢに、採熱板１８Ｂは差込孔１２
ｈＣ、１２ｈＤに、採熱板１８Ｃは差込孔１２ｈＥ、１２ｈＦに、採熱板１８Ｄは差込孔
１２ｈＧ、１２ｈＨに、それぞれ差し込まれる。採熱板１８の突出具合（床下空間Ｓにお
ける高さ）は、温調空気Ａから採熱板１８への熱伝達をできるだけ大きくする観点から、
水平板１８ｃの上下に温調空気Ａが効率よく流れる範囲で、できるだけ突出量を大きくし
て採熱板１８の表面積を大きくすることが好ましい。採熱板１８は、温調空気Ａから採取
する熱量を大きくする観点から熱伝導率が高い材料で形成されていることが好ましく、本
実施の形態ではアルミニウムで形成されているが、鋼板等で形成されていてもよい。
【００２９】
　次に図２を参照して、本発明の第２の実施の形態に係る冷暖房システム１を説明する。
図２は、冷暖房システム１の概略構成を示す図である。冷暖房システム１は、これまでに
説明した床材１０を複数と、床下空間Ｓ（図１（Ｂ）参照）を仕切る仕切シート３０と、
空気の温度を調節して温調空気Ａを生成する空気温度調節機としてのエアコン９１とを備
えている。エアコン９１は、本実施の形態では、汎用のルームエアコンが用いられ、冷暖
房室Ｒの天井に設置されている。なお、図２では、説明の便宜上、各床材１０の境界を破
線で表し、境界に仕切シート３０が設置されている部分を実線で表している（ただし外周
は除く）。
【００３０】
　複数の床材１０は、床面Ｂｆ（図１（Ｂ）参照）に載置され、碁盤の目のように配列さ
れている。冷暖房室Ｒの外周の一部には、床材１０に代えて、温調空気Ａを床下空間Ｓ（
図１（Ｂ）参照）に導く供給ダクト９２の接続口８１ｈが形成されたダクト接続床８１、
あるいは床下空間Ｓの温調空気Ａを冷暖房室Ｒ内に移動させる還流口８３ｈが形成された
還流口付床８３が配置されている。図２に示す例では、５０００ｍｍ×４０００ｍｍの冷
暖房室Ｒの床面Ｂｆ上に、２０×１６個から、ダクト接続床８１及び還流口付床８３の分
だけ差し引いた数の床材１０が配列されている。ダクト接続床８１は、１つの角と、この
対角との、合計２箇所に設置されている。還流口付床８３は、床面Ｂｆのそれぞれの長辺
に沿って、適宜間隔を空けて複数が設置されている。床材１０は、設計された床下空間Ｓ
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内の温調空気Ａの流路における温調空気Ａの流れ方向と、床材１０の基準方向Ｄとが、原
則として一致するように配列されている。床下空間Ｓ内の温調空気Ａの流路は、本実施の
形態では、各ダクト接続床８１の接続口８１ｈから流入した温調空気Ａが、床面Ｂｆの短
辺に沿って流れ、短辺の中点で短辺に直角の方向（長辺に平行な方向）に向きを変え、床
面Ｂｆの図心に向かって流れる際に、各床材１０の列ごとに床面Ｂｆの両長辺に向かって
短辺に対して平行に流れるように設計されている。なお、床下空間Ｓ内の温調空気Ａの流
路において温調空気Ａの流れ方向が変わる位置（流路の曲部に相当）に配置される床材１
０は、温調空気Ａの流れ方向と床材１０の基準方向Ｄとが一致しない場合もある。床面Ｂ
ｆ上に配列された床材１０の表面には、典型的には、タイルカーペットやＰタイル等の仕
上材（不図示）が設けられる。
【００３１】
　図３（Ａ）の斜視図に示すように、仕切シート３０は、基本構造が長方形の薄板状の部
材で形成されている。仕切シート３０は、上述の設計された温調空気Ａの流路の側壁を形
成する部材であり、図３（Ｂ）に示すように、立てた状態で用いられる。仕切シート３０
は、幅が本体枠１１の幅と同一であり（本実施の形態では２５０ｍｍ）、高さが、仕切シ
ート３０を天板部１２の上面から突出しないように天板部１２の側面に取り付けたときに
、仕切シート３０の下端が床面Ｂｆに接する寸法に形成されている。仕切シート３０は、
床材１０に取り付けられたときの下部に、床面Ｂｆに敷設された電線Ｗ等の床ころがし設
備を貫通させることができる貫通許可部３０ｔが形成されている。貫通許可部３０ｔは、
仕切シート３０の下辺に沿って縦方向の切り込みが入れられることでのれん状に形成され
ている。貫通許可部３０ｔの高さは、床面Ｂｆに敷設される電線Ｗ等の床ころがし設備に
応じて決定すればよいが、仕切シート３０の高さの概ね１／４～１／２、典型的には１／
３に形成されている。
【００３２】
　引き続き図１及び図２を参照して、床材１０及び冷暖房システム１の作用を説明する。
なお、床材１０の作用は、冷暖房システム１の作用の一環として説明する。冷暖房システ
ム１では、エアコン９１で温度が調節された温調空気Ａが生成され、温調空気Ａは、供給
ダクト９２を介してダクト接続床８１直下の床下空間Ｓに供給される。床下空間Ｓに流入
した温調空気Ａは、仕切シート３０に仕切られて形成された流路を流れる。温調空気Ａは
、仕切シート３０に仕切られた流路を流れる際、温調空気Ａの流れ方向と基準方向Ｄとが
一致するように床材１０が配列されているので、採熱板１８に接触しながら採熱板１８の
面に沿って流れる。温調空気Ａは、採熱板１８の面に沿って流れる際、冷熱（冷房時）又
は温熱（暖房時）を採熱板１８に伝達する。このとき、採熱板１８が、第１脇板１８ａ及
び第２脇板１８ｂに加えて水平板１８ｃを有しているので、伝熱面積が大きくなり、温調
空気Ａから採熱板１８への伝達熱量を増大させることができる。温調空気Ａは、１つの採
熱板１８の面に沿って流れたら、間隔を空けて次の採熱板１８の面に沿って流れる。この
ように、採熱板長さＬが、所望の前縁効果を享受できる所定の長さに形成されているので
、採熱板１８の面上に形成される境界層が厚くなりすぎる部分がなく、効率的に温調空気
Ａが保有する熱を採熱板１８に伝達することができる。
【００３３】
　温調空気Ａから熱を得た採熱板１８は、放熱板１５に熱を伝達する。これにより、放熱
板１５は、冷房時は冷やされ、暖房時は温められる。冷やされ又は温められた放熱板１５
からは、仕上材（不図示）を介して、冷暖房室Ｒに冷熱又は温熱が輻射され、冷暖房室Ｒ
の冷暖房が行われる。床下空間Ｓ内の仕切シート３０に仕切られた流路を流れる温調空気
Ａは、流路末端の還流口付床８３の直下に至るまで、次々に出会う採熱板１８に熱を与え
る。これにより、各床材１０から冷暖房室Ｒに冷熱又は温熱が輻射され、冷暖房室Ｒ全体
の冷暖房が行われる。還流口付床８３の直下に到達した温調空気Ａは、還流口８３ｈを介
して冷暖房室Ｒ内に流入する。冷暖房室Ｒに至った温調空気Ａは、エアコン９１に吸い込
まれ、再び温度が調節されたうえで供給ダクト９２を介してダクト接続床８１の下の床下
空間Ｓに供給され、以降、上述の作用を繰り返す。
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【００３４】
　以上で説明したように、第１の実施の形態に係る床材１０及びこの床材１０を備える第
２の実施の形態に係る冷暖房システム１によれば、床下空間Ｓを流れる温調空気Ａの熱が
採熱板１８に伝わり、採熱板１８の熱が放熱板１５に伝達して放熱板１５から冷暖房室Ｒ
に輻射されるので、天板部１２と床面Ｂｆとの間の距離が短くても効率よく冷暖房室Ｒを
輻射冷暖房することができる。
【００３５】
　以上の説明では、区画部材が、床面Ｂｆの上に設置された床材１０であるとしたが、壁
面に設置された壁材あるいは天井面から垂下された天井材であってもよい。
【００３６】
　以上の説明では、天板部１２に差込孔１２ｈが８つ形成されていることとしたが、採熱
板１８から放熱板１５への熱伝達面積や構造の簡素化等を比較考量して、８つよりも増加
させてもよく、逆に減少させてもよい。
【００３７】
　以上の説明では、本体枠１１が合成樹脂で形成されていることとしたが、金属やその他
の材料で形成されていてもよい。また、本体枠１１を構成する天板部１２及び脚部１３が
一体に形成されているとしたが、それぞれ別体で形成されていてもよい。少なくとも天板
部１２が金属等の熱伝導率が高い材料で形成されている場合、天板部１２が放熱部を兼ね
ることとしてもよい。
【００３８】
　以上の説明では、空気温度調節機がエアコン９１であるとしたが、ファンコイル等の、
空気の温度を調節することができるものであればよい。
【００３９】
　以上の説明では、採熱板１８が、第１脇板１８ａと、第２脇板１８ｂと、水平板１８ｃ
とを有していることとしたが、これ以外の形態でもよく、例えば水平板１８ｃを省略して
構造を簡略化してもよい。しかしながら、採熱板１８が、第１脇板１８ａ及び第２脇板１
８ｂと連接する水平板１８ｃを有していると、採熱板１８と温調空気Ａとの接触面積を増
大させるのみならず、採熱板１８の強度を高めることができるという利点がある。
【００４０】
　以上の説明では、採熱板１８が、平板状に形成されていることとしたが、以下のような
加工が施されていてもよい。
　図４は、第１の変形例に係る採熱板４１８を示す図であり、（Ａ）は基準方向Ｄの上流
側から見た正面図、（Ｂ）は平面図である。採熱板４１８は、採熱板１８（図１参照）と
比較して、段だら状の突起である段だら突起４１８ｐが形成された水平板４１８ｃが設け
られている点で相違している。段だら突起４１８ｐは、水平板４１８ｃの基準方向Ｄ上流
側の辺において、天板部１２側に突き出た段だら上突起４１８ｐｔと、床面Ｂｆ側に突き
出た段だら下突起４１８ｐｓとを含んでいる。段だら上突起４１８ｐｔ及び段だら下突起
４１８ｐｓは、それぞれ、基準方向Ｄに対して交差する方向に突き出ていることになる。
また、段だら上突起４１８ｐｔ及び段だら下突起４１８ｐｓは、それぞれ、基準方向Ｄに
沿って延びている。隣り合う２つの段だら上突起４１８ｐｔの間に形成された溝（段だら
下突起４１８ｐｓの裏面に相当）は、基準方向Ｄの上流側から下流側に進むにつれて、幅
及び深さが徐々に小さくなることで断面積が徐々に小さくなるように形成されている。他
方、隣り合う２つの段だら下突起４１８ｐｓの間に形成された溝（段だら上突起４１８ｐ
ｔの裏面に相当）は、基準方向Ｄの上流側から下流側に進むにつれて、幅が徐々に大きく
なりながら深さが徐々に小さくなるように形成されている。基準方向Ｄに進むにつれて深
さが徐々に小さくなる段だら突起４１８ｐは、本変形例では、水平板４１８ｃの基準方向
Ｄの長さの概ね４／５の長さに形成されている。このため、基準方向Ｄ下流側の水平板４
１８ｃの辺は、突起がなく平らになっている。このように構成された採熱板４１８では、
第１脇板１８ａ及び第２脇板１８ｂにおいて採熱板１８（図１参照）と同様に前縁効果が
発揮されると共に、水平板４１８ｃにおいて、前縁効果に加えて、隣り合う２つの段だら
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上突起４１８ｐｔの間に形成された溝を流れる温調空気Ａの気流が基準方向Ｄ下流側に進
むにつれて収縮して流速が速くなり、温調空気Ａから水平板４１８ｃへの熱伝達が促進さ
れる効果（強制対流促進）を奏することとなる。本変形例では、段だら突起４１８ｐによ
って形成された溝の基準方向Ｄ下流側末端から出た温調空気Ａの流れが、その後に水平板
４１８ｃの平板状の部分に沿って流れるので、温調空気Ａの気流が拡散し、その採熱板４
１８よりも下流側に設置された採熱板４１８においても前縁効果及び強制対流促進効果を
享受することができる。なお、本変形例における説明では、段だら突起４１８ｐが水平板
４１８ｃに形成されていることとしたが、水平板４１８ｃに代えて、又は水平板４１８ｃ
と共に、第１脇板１８ａ及び／又は第２脇板１８ｂに形成されることとしてもよい。
【００４１】
　図５は、第２の変形例に係る採熱板５１８を示す図であり、（Ａ）は基準方向Ｄの上流
側から見た正面図、（Ｂ）は平面図、（Ｃ）は水平板５１８ｃの部分平面図である。採熱
板５１８は、採熱板１８（図１参照）と比較して、平板の一部を三角形状に切り起こした
三角突起５１８ｐが形成された水平板５１８ｃが設けられている点で相違している。三角
突起５１８ｐは、天板部１２側に突き出た三角上突起５１８ｐｔと、床面Ｂｆ側に突き出
た三角下突起５１８ｐｓとを含んでいる。三角上突起５１８ｐｔ及び三角下突起５１８ｐ
ｓは、それぞれ、基準方向Ｄに対して交差する方向に突き出ていることになる。三角突起
５１８ｐは、本変形例では、以下のように形成される。まず、図５（Ｃ）に示すように、
水平板５１８ｃに正八角形の輪郭５１８ｐｅを罫書く。本変形例では、輪郭５１８ｐｅは
、正八角形の対向する頂点間の距離（図心を通る直線の両端を正八角形の頂部に合わせた
ときの当該直線の長さ）が１０～２０ｍｍ程度となる大きさになっている。次に、その輪
郭５１８ｐｅを形成する正八角形の各辺の端点から輪郭５１８ｐｅの図心に向かって切り
込み（合計８本になる）を入れる。すると、輪郭５１８ｐｅの内側に８つの合同な三角形
が形成されるので、これらを輪郭５１８ｐｅに沿って水平板５１８ｃの面に直角に折り曲
げる。このとき、天板部１２側と床面Ｂｆ側とに交互に（１つおきに）折り曲げることで
、天板部１２側に折り曲げられたものが三角上突起５１８ｐｔとなり、床面Ｂｆ側に折り
曲げられたものが三角下突起５１８ｐｓとなる。水平板５１８ｃには、１つあたり８つの
三角突起５１８ｐが形成される輪郭５１８ｐｅが複数（本変形例では１２個）形成されて
いる。このように構成された採熱板５１８では、第１脇板１８ａ及び第２脇板１８ｂにお
いて採熱板１８（図１参照）と同様に前縁効果が発揮されると共に、水平板５１８ｃにお
いて、前縁効果に加えて、水平板５１８ｃに沿って流れる温調空気Ａが三角突起５１８ｐ
に衝突して流れが乱され、温調空気Ａ内の温度が高い部分と温度が低い部分とが効率的に
混合されて、温調空気Ａから採熱板５１８への熱移動速度が向上する結果、熱伝達を促進
する効果を奏することとなる。つまり、採熱板５１８は、三角突起５１８ｐが乱れ促進体
として機能することとなる。なお、本変形例における説明では、三角突起５１８ｐが水平
板５１８ｃに形成されていることとしたが、水平板５１８ｃに代えて、又は水平板５１８
ｃと共に、第１脇板１８ａ及び／又は第２脇板１８ｂに形成されることとしてもよい。
【００４２】
　図６は、第３の変形例に係る採熱板６１８を示す図であり、（Ａ）は基準方向Ｄの上流
側から見た正面図、（Ｂ）は平面図である。採熱板６１８は、採熱板１８（図１参照）と
比較して、フィン型突起６１８ｐが形成された水平板６１８ｃが設けられている点で相違
している。フィン型突起６１８ｐは、天板部１２側に突き出たフィン型上突起６１８ｐｔ
と、床面Ｂｆ側に突き出たフィン型下突起６１８ｐｓとを含んでいる。フィン型上突起６
１８ｐｔ及びフィン型下突起６１８ｐｓは、それぞれ、基準方向Ｄに対して交差する方向
に突き出ていることになる。フィン型突起６１８ｐは、本変形例では、以下のように形成
される。まず、水平板６１８ｃに、基準方向Ｄに細長い長方形（本変形例では１５ｍｍ×
５ｍｍ）の輪郭を罫書く。本変形例では、基準方向Ｄに直交する方向に等間隔で６個配列
された長方形の横列が、基準方向Ｄに間隔を空けてもう一列（合計で２つの横列）罫書か
れている。次に、その長方形の輪郭に対し、１つの長辺を残して他の３つの辺に沿って切
り込みを入れる。そして、残した長辺に沿って長方形の片を直角に折り曲げることで、フ



(10) JP 6040122 B2 2016.12.7

10

20

30

ィン型突起６１８ｐが形成される。本変形例では、基準方向Ｄ上流側の横列をなすすべて
の長方形の片が天板部１２側に折り曲げられてフィン型上突起６１８ｐｔを形成し、基準
方向Ｄ下流側の横列をなすすべての長方形の片が床面Ｂｆ側に折り曲げられてフィン型下
突起６１８ｐｓを形成している。このように構成された採熱板６１８では、第１脇板１８
ａ及び第２脇板１８ｂにおいて採熱板１８（図１参照）と同様に前縁効果が発揮される。
さらに、水平板６１８ｃにおいて、基準方向Ｄ最上流の辺における前縁効果に加えて、水
平板６１８ｃに沿って流れる温調空気Ａが、フィン型上突起６１８ｐｔあるいはフィン型
下突起６１８ｐｓに出会った際にも前縁効果が発揮され、温調空気Ａから採熱板６１８へ
の熱伝達を促進させることができる。なお、本変形例における説明では、フィン型突起６
１８ｐが水平板６１８ｃに形成されていることとしたが、水平板６１８ｃに代えて、又は
水平板６１８ｃと共に、第１脇板１８ａ及び／又は第２脇板１８ｂに形成されることとし
てもよい。
【符号の説明】
【００４３】
１　　冷暖房システム
１０　床材
１２　天板部
１５　放熱板
１８　採熱板
１８ａ　第１脇板
１８ｂ　第２脇板
１８ｃ　水平板
３０　仕切シート
３０ｔ　貫通許可部
９１　エアコン
４１８　採熱板
４１８ｐ　段だら突起
５１８　採熱板
５１８ｐ　三角突起
６１８　採熱板
６１８ｐ　フィン型突起
Ａ　　温調空気
Ｂｆ　床面
Ｄ　　基準方向
Ｌ　　採熱板長さ
Ｒ　　冷暖房室
Ｓ　　床下空間
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